
蓮田都市計画地区計画の変更（白岡市決定） 

 

 

都市計画野牛・高岩地区地区計画を次のように変更する。 

 

決 定 告 示 年 月 日 

令和 ３年 ２月１２日 

名称 野牛・高岩地区地区計画 

位置 
白岡市新白岡一丁目、三丁目の各一部、四丁目、五丁目、六丁目、七丁

目、八丁目、九丁目の全部 

面積 約５６．２ｈａ 

地区計画の目標 

 本地区はＪＲ宇都宮線新白岡駅を中心とした、野牛・高岩土地区画整

理事業が施行された地区であり、土地区画整理事業の施行により必要な

道路、公園等の公共施設の整備が行われ、今後、急速な市街化が見込ま

れる地区である。このため地区計画の策定により、活力のある商業環境

と緑豊かで潤いのある良好な居住環境の形成することを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用に関する方針 

 新白岡駅前地区においては、地区の中心にふさわしい、にぎわいのあ

る商業地の形成と街並みの美観及び安全を確保するため駅前広場並びに

都市計画道路に面する部分は、十分な歩行者空間を確保するものとする。 

 住居系の地区は、中層及び低層住宅を主体とし、土地区画整理事業に

よる良好な住環境の形成を図る。 

 また、地区内の幹線道路沿いは、沿道サービス系の土地利用を図る。 

地区施設の整備の方針 
本地区における地区施設は、今後、機能、環境が損なわれないよう維

持保全を図るものとする。 

建築物等の整備の方針 

 商業系にあっては、商業施設の健全な誘導と商業としての利便性の向

上を図りつつ、建築物の用途の混在化、敷地の細分化等の防止を行うこ

とにより適性かつ合理的な土地利用を推進し、良好な商業空間を醸成す

る。 

 また、住居系にあっては、住宅地の環境を保護するため用途の異なる

建築物の混在を防止するとともに、建築物の適正な敷地規模を確保し、

潤いのある快適な街なみを創出するため、垣又はさくの構造の制限を行

いつつ、生垣の設置を積極的に進めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
区
整
備
計
画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建
築
物
に
関
す
る
事
項 

地 区 の

区分 
区分の名称 

Ａ 地 区 

（近隣商業地域） 

Ｂ 地 区 

（第一種住居地域）  

Ｃ 地 区 

（第二種中高層住居専用地域） 

Ｄ 地 区 

（第二種住居地域）  

区分の面積 約 6.5ｈａ 約 9.5ｈａ 約 29.9ｈａ 約 10.3ｈａ 

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建

築物は、建築してはなら

ない。 

１ 原動機を使用する

工場で、作業場の床面

積が 50 ㎡を超えるも

の 

２ 次の各号に掲げる

事業を営む工場 

(１)容量 10 リットル以

上 30 リットル以下の

アセチレンガス発生

器を用いる金属の工

作 

(２)印刷用インキの製造 

(３)出力の合計が 0.75 

kw 以下の原動機を使

用する塗料の吹付 

(４)原動機を使用する魚

次の各号に

掲げる建築物

は、建築して

はならない。 

１ ホテル又

は旅館の用

に供する建

築物 

２ 葬祭場、

セレモニー

ホールその

他これらに

類するもの 

３ 遺体安置

所、エンバ

ーミング施

設その他の

遺体を保管

や保存、修

 次の各号に

掲げる建築物

は、建築して

はならない。 

１ 倉庫 

ただし、

下記のもの

については

この限りで

はない。 

(1) 延べ床面 

積が 100 ㎡ 

以下のもの 

(2) 農業を営 

む者の住宅 

に附属する 

もの 

(3) この基準 

が適用され

次の各号に

掲げる建築物

は、建築して

はならない。 

１ ホテル又

は旅館の用

に供する建

築物 

２ 葬祭場、

セレモニー

ホールその

他これらに

類するもの 

３ 遺体安置

所、エンバ

ーミング施

設その他の

遺体を保管

や保存、修



肉の練製品の製造 

(５)原動機を使用する２

台以下の研磨機によ

る金属の乾燥研磨（工

具研磨を除く）。 

(６)コルク、エボナイト

若しくは合成樹脂の

粉砕若しくは乾燥研

磨又は木材の粉砕で

原動機を使用するも

の 

(７)厚さ０．５㎜以上の

金属板のつち打加工

（金属工芸品の製造

を目的とするものを

除く。）又は原動機を

使用する金属プレス

（液圧プレスのうち

矯正プレスを使用す 

るものを除く。）若し

くはせん断 

(８)印刷用平版の研磨 

(９)糖衣機を使用する製

品の製造 

(10)原動機を使用する

セメント製品の製造 

(11)ワイヤーフォーミン

グマシンを使用する

金属線の加工で出力

の合計が0.75kwを超

える原動機を使用す

るもの 

(12)製針又は石材の引

割で出力の合計が 1.5

ｋｗをこえる原動機

を使用するもの 

(13)出力の合計が 2.5ｋ

ｗをこえる原動機を

使用する製粉 

(14)合成樹脂の射出成

形加工 

(15)出力の合計が 10ｋ

ｗをこえる原動機を

使用する金属の切削 

(16)めっき 

(17)原動機の出力の合

計が 1.5kw をこえる

空気圧縮機を使用す

る作業 

(18)原動機を使用する

印刷 

(19)ベンディングマシ

ン（ロール式のものに限 

復するため

の施設（病

院の施設に

附属するも

のを除く。） 

４ 墓地、埋

葬等に関す

る法律第２

条第６項に

規定する納

骨堂 

５ 畜舎（動

物病院に附

属する畜舎

でその用途

に供する部

分の床面積

の 合 計 が

15 ㎡以下

のものを除

く。） 

６ 堆肥舎 

７ ペット火

葬場その他

これに類す

るもの 

８ 風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第７項

から第１０

項に定める

性風俗関連

特殊営業の

用に供する

建築物 

 

る時点にお

いて現に存

在するもの 

２ 葬祭場、

セレモニー

ホールその

他これらに

類するもの 

３ 遺体安置

所、エンバ

ーミング施

設その他の

遺体を保管

や保存、修

復するため

の施設（病

院の施設に

附属するも

のを除く。） 

４ 墓地、埋

葬等に関す

る法律第２

条第６項に

規定する納

骨堂 

５ 畜舎（動

物病院に附

属する畜舎

でその用途

に供する部

分の床面積

の合計が15

㎡以下のも

のを除く。） 

６ 堆肥舎 

７ ペット火

葬場その他

これに類す

るもの 

８ 風俗営業

等の規制及

び業務の適

正化等に関

する法律第

２条第７項

から第１０

項に定める

性風俗関連

特殊営業の

用に供する

建築物 

復するため

の施設（病

院の施設に

附属するも

のを除く。） 

４ 墓地、埋

葬等に関す

る法律第２

条第６項に

規定する納

骨堂 

５ 畜舎（動

物病院に附

属する畜舎

でその用途

に供する部

分の床面積

の 合 計 が

15 ㎡以下

のものを除

く。） 

６ 堆肥舎 

７ ペット火

葬場その他

これに類す

るもの 

８ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの 

９ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

１０ 風俗営

業等の規制

及び業務の

適正化等に

関する法律

第２条第１

項第５号に

定める営業

の用に供す

る建築物 

１１ 風俗営

業等の規制

及び業務の

適正化等に



る。）を使用する金属の

加工 

(20)タンブラーを使用

する金属の加工 

(21)ゴム練用又は合成

樹脂練用のロール機

（カレンダーロール機

を除く。）を使用する作

業 

３ 倉庫業を営む倉庫 

４ 駅前広場並びに都

市計画道路新白岡駅

東口線及び新白岡駅

西口線に面する建築

物の１階を居住の用

に供するもの。ただ

し、車庫、玄関、ホー

ル、管理人室及びこれ

らに類するもの、及び

この基準が適用され

る時点において現に

自己用の住宅として

使用されている建築

物についてはこの限

りではない。 

５ 揮発油等の品質の

確保等に関する法律

第２条第３項に規定

する給油所の用に供

するもの 

６ 葬祭場、セレモニー

ホールその他これら

に類するもの 

７ 遺体安置所、エンバ

ーミング施設その他

の遺体を保管や保存、

修復するための施設

（病院の施設に附属

するものを除く。） 

８ 墓地、埋葬等に関す

る法律第２条第６項

に規定する納骨堂 

９ 畜舎（ペットとして

飼育する犬、猫等の小

動物の畜舎でその用

途に供する部分の床

面積の合計が 15 ㎡以

下のものを除く。） 

１０ 堆肥舎 

１１ ペット火葬場そ

の他これに類するも

の 

１２ マージャン屋、ぱ

関する法律

第２条第７

項から第１

０項に定め

る性風俗関

連特殊営業

の用に供す

る建築物 

 



ちんこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場外

車券売場その他これ

らに類するもの 

１３ 風俗営業等の規

制及び業務の適正化

等に関する法律第２

条第１項第５号に定

める営業の用に供す

る建築物 

１４ 風俗営業等の規

制及び業務の適正化

等に関する法律第２

条第７項から第１０

項に定める性風俗関

連特殊営業の用に供

する建築物 

建築物の容積率の最高

限度   
敷地面積 

300 ㎡未満 

15/10 

 

建築物の敷地面積の最

低限度 

１５０㎡ 

 ただし、この基準が適用される際、現に建築物の敷地として使用され

ている土地で当該基準に適合しないもの又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該基準に適合しな

いこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は

この限りではない。 

壁面の位置の制限 １ 建築物の外壁若し

くはこれに代わる柱

の面又は高さ 2.0ｍを

超える門若しくはへ

いの面から道路境界

線までの距離は、1.5

ｍ以上とする。 

２ 次の各号の一に該

当する部分について

は、１の規定は適用し

ない。 

(1)住宅に付属する 5

㎡以下の物置 

(2)住宅に付属する 20

㎡以下の車庫 

(3)外壁又はこれに代

わる柱の中心線の

長さの合計が 3.0ｍ

以下のもの 

３ 北側道路に面する

部分は１の距離を 1.0

ｍとする。 

４ 駅前広場並びに都

市計画道路新白岡駅

東口線及び新白岡駅

西口線に面する部分

１ 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の

面又は高さ 2.0ｍを超える門若しくはへい

の面から道路境界線までの距離は、1.0ｍ以

上とする。 

２ 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の

面から隣地境界線までの距離は、1.0ｍ以上 

とする。 

３ 次の各号の一に該当する部分については

１、２の規定は適用しない。 

(1)住宅に付属する 5 ㎡以下の物置 

(2)住宅に付属する 20 ㎡以下の車庫 

(3)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さ  

の合計が 3.0ｍ以下のもの 



については、２、３の

規定は適用しない。 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

１ 建築物の出窓等の

突出する部分は、駅前

広場並びに都市計画

道路新白岡駅東口線

及び新白岡駅西口線

に面する壁面の位置

の制限を越えて設置

してはならない。 

２ 屋外広告物は、駅前

広場並びに都市計画

道路新白岡駅東口線

及び新白岡駅西口線

に面する壁面の位置

の制限を越えないも

のとする。 

  ただし、歩道面から

広告物の下端までの

高さが３ｍ以上確保

されるものはこの限

りではない。 

３ 屋外広告物は、自家

用のものでかつ街並

みの統一感を著しく

損なわないものとす

る。 

４ 道路に面する建築

物の外壁若しくはこ

れに代わる柱の色彩

は、刺激的な原色を避

け、地区と調和した落

ち着きのある色調と

したものとする。 

１ 屋外広告物は、自家用のものでかつ街並

みの統一感を著しく損なわないものとする 

２ 道路に面する建築物の外壁若しくはこれ 

に代わる柱の色彩は、刺激的な原色を避け、 

地区と調和した落ち着きのある色調とした

ものとする。 

垣又はさくの構造の制

限 

１ 駅前広場並びに都

市計画道路新白岡駅

東口線及び新白岡駅

西口線に面する部分

については、壁面の位

置の制限を越えて垣

又はさくを設置して

はならない。 

２ 道路境界線に面す

るかき又はさくは、次

の各号に該当するも

のとする。 

(1)生垣 

(2)宅地地盤面から高

さ 60ｃｍ以下のコ

ンクリートブロッ

ク、レンガ又は石積

等の基礎部分の上

１ 道路境界線に面するかき又はさくは、次

の各号に該当するものとする。 

(1)生垣 

(2)宅地地盤面から高さ 60ｃｍ以下のコン

クリートブロック、レンガ又は石積等の基

礎部分の上に次のものを組み合わせたも

の 

  ①透視可能なフェンス。ただし、その高さ 

  は宅地地盤面から 1.5ｍ以下とする。 

  ②植栽 



に次のものを組み

合わせたもの 

  ①透視可能なフェン

ス。ただし、その高

さは宅地地盤面か

ら 1.5ｍ以下とす

る。 

  ②植栽 

備考  

「区域及び地区整備計画は、計画図表示のとおり」 

 


